
情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

施
設
だ
よ
り

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

保
健
の
ペ
ー
ジ

各
種
相
談

情
報
ペ
ー
ジ

施
設
だ
よ
り

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

　

播
磨
町
で
は
、
平
成
23
年
度
か

ら
の
長
期
総
合
計
画
策
定
に
向
け

て
住
民
意
識
調
査
や
団
体
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
公

募
住
民
委
員
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

検
討
会
な
ど
開
催
し
、
播
磨
町
の

課
題
や
解
決
に
向
け
た
方
策
を
住

民
視
点
か
ら
検
討
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

ま
た
、
職
員
に
よ
る
検
討
組
織

と
し
て
、
総
合
計
画
策
定
委
員
会
、

専
門
部
会
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
や
ま
ち
づ

く
り
検
討
会
の
提
言
書
な
ど
を
検

証
し
、
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案

を
作
成
し
、
学
識
経
験
者
や
各
種

団
体
の
構
成
員
、
公
募
委
員
か
ら

な
る
長
期
総
合
計
画
審
議
会
で
検

討
い
た
だ
き
、
出
さ
れ
た
意
見
の

反
映
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

総
合
計
画
は
、
10
年
間
の
播
磨

町
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
基
本
方

針
を
決
め
る
最
も
重
要
な
計
画
の

一
つ
で
す
。
計
画
段
階
で
住
民
の

皆
さ
ん
と
情
報
の
共
有
を
行
う
と

と
も
に
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
を
お
聞
き
し
、
そ
の
意
見
を
考

慮
し
て
計
画
づ
く
り
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
通
り
意

見
募
集
を
行
い
ま
す
。
播
磨
町
を

魅
力
あ
る
住
み
よ
い
ま
ち
と
す
る

た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
ぜ

ひ
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

意
見
募
集

　

基
本
構
想
案
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、

各
施
設
に
置
い
て
あ
り
ま
す
。

▼
締
め
切
り　

１
月
15
日
㈮

▼
応
募
資
格　

播
磨
町
に
在
住
、

在
学
・
在
勤
の
方

▼
提
出
方
法　

メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

を
企
画
グ
ル
ー
プ
ま
で
送
信
し
て

い
た
だ
く
か
、
中
央
公
民
館
、
各

コ
ミ
セ
ン
に
設
置
し
た
意
見
箱
へ

投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
審
議
会

で
検
討
を
行
い
、
意
見
の
内
容
と

対
応
策
を
ま
と
め
て
、
広
報
・
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

― 

長
期
総
合
計
画
と
は 

―

　

総
合
計
画
は
、
基
本
構
想
、
基
本
計
画
、
実
施
計
画
の
３
つ
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
度
、意
見
の
募
集
を
行
う
の
は
、基
本
構
想
の
部
分
で
す
。

①
基
本
構
想　

社
会
情
勢
の
変
化
や
播
磨
町
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
課

題
を
踏
ま
え
、
長
期
的
な
視
点
で
こ
れ
か
ら
町
が
目
指
す
べ
き
将
来
像

や
施
策
の
方
向
性
を
定
め
る
も
の
で
、
平
成
23
年
度
か
ら
の
10
年
間
の

計
画
に
な
り
ま
す
。

②
基
本
計
画　

基
本
構
想
に
掲
げ
る
将
来
像
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
を

具
体
化
し
、
各
分
野
に
わ
た
っ
て
特
に
取
り
組
む
べ
き
諸
施
策
の
方
針

と
具
体
的
内
容
を
住
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
事
業
者
な
ど
の

地
域
の
活
動
主
体
の
役
割
、
行
政
の
責
務
を
総
合
的
、
体
系
的
に
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
す
。
計
画
期
間
は
、
10
年

間
と
し
ま
す
が
、
社
会
経
済
環
境
の
変
化
な

ど
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
５
年
で
見
直
し
を

行
い
ま
す
。

③
実
施
計
画　

基
本
計
画
に
掲
げ
る
政
策
を
実

現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
事
務
事
業
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
す
。
計
画
期
間
は
３
年
間

と
し
、
毎
年
度
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

老
齢
年
金
な
ど
（
老
齢
ま
た
は

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
）

に
は
、
所
得
税
法
上
、
所
得
税
が

か
か
り
ま
す
（
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
に
は
税
金
は
か
か
り
ま
せ

ん
）。
所
得
税
は
受
け
取
る
年
金
か

ら
源
泉
徴
収
さ
れ
ま
す
が
、
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
る
の
は
年
金
額

が
１
５
８
万
円
以
上
の
方
の
み
で

す
（
65
歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万

円
以
上
）。

　

所
得
税
に
は
、
納
税
者
の
税
を

負
担
す
る
能
力
に
応
じ
た
課
税
を

行
う
た
め
に
各
種
の
控
除
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
公
的
年
金
な
ど

に
係
る
源
泉
徴
収
の
際
に
こ
の
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
「
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
（
ハ
ガ
キ
）」

（
以
下
、「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
と

い
い
ま
す
）
を
社
会
保
険
庁
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、

毎
年
10
月
下
旬
に
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
か
ら
対
象
と
な
る
年
金

受
給
者
の
方
に
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
社

会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
す
み
や

か
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
が

届
か
な
い
場
合
や
、
失
く
し
て
し

ま
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、
社
会
保

険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
（
申
告
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）、
お
近

く
の
社
会
保
険
事
務
所
、
ま
た
は

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」〔
☎
０
５

７
０
（
０
５
）
１
１
６
５
〕
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、
所
得

税
の
控
除
を
受
け
る
た
め
の
大
切

な
届
書
で
す
。
申
告
書
が
提
出
さ

れ
な
い
と
、
控
除
申
告
が
な
い
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

▼
問
い
合
わ
せ　

加
古
川
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
０

― 目指すべき
播磨町の将来像について ―

　まちづくり検討会では、播磨町
のよいところ、悪いところからま
ちの課題とその解決策について話
し合いを行い、住民と行政が協働
でまちづくりを進めていくための
キャッチコピーを２つのグループ
で２点の提案をしました。

①《次世代のために》
②《お互いに響きあう
　　　　　　　まちづくり》
　キャッチコピー①については、
将来的なまちの姿である「みんな
が生活しやすい社会」「まちのよさ
を活かす」「あったかさを感じるま
ち」「まちのためがじぶんのため」
など、様々な将来像が話される中
で、すべての要素が大事であり、
ひとつに決めることができません
でした。しかし、安心・安全の取
り組みや若いリーダーの育成な
ど、将来を見据えて次世代へとつ
なげていく取り組みが必要である
といったことでは、意見は一致し
たため、《次世代のために》として
まとめました。
　キャッチコピー②は、住民と行
政が協力して、まちづくりを進め
ていくための方針や住民と行政の
関係を表しています。この言葉は、
まちづくりについて住民協働・参
画のしくみが必要であり、住民と
行政それぞれが役割を担い、連携
していかなければならないといっ
た話し合いの中から生まれていま
す。

地上デジタル放送に
関する

お問い合わせ先
　総務省地上デジタルテレビジョン放送受信
相談センター、または総務省近畿総合通信局
放送課へお問い合わせください。

▶問い合わせ
○総務省地上デジタルテレビジョン放送受信
相談センター
☎０５７０（０７）０１０１
※受付時間は、午前９時～午後９時、土、

日曜日・祝日は午後６時までです。
○総務省近畿総合通信局放送課

☎０６（６９４２）０８２０
※受付時間は、平日午前８時30分～午後５
時15分
ホームページ　
　http://www.ktab.go.jp/2011

○国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目
指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」と
して生まれ変わります。

○ 現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」
と名称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続
きご利用いただけます。

▶問い合わせ　
　加古川年金事務所（12月31日まで加古川社会保険事務所）
　☎０７９（４２７）４７４０

もっと詳しく知りたい方は、社会保険庁のホームページも
ご利用ください。
http://www.sia.go.jp/

年金のこと
もっと詳しく知りたい方は

社会保険庁のホームページも
ご利用ください。

http://www.sia.go.jp/

「日
に っ ぽ ん

本年金機構」が
１月１日からスタート！
～社会保険庁が廃止され、
  新たに「日本年金機構」がスタートします～

まちづくり検討会
での発表の様子

社会保険庁

日本年金
機構

厚生労働省

廃 止

平成22年１月１日

公的年金の
財政責任・運営責任

公的年金の
運営業務

長
期
総
合
計
画
基
本
構
想
案
に
対
す
る
意
見
募
集

▼
問
い
合
わ
せ　

企
画
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
６　

�
０
７
９
（
４
３
５
）
０
６
０
９

　
　
　
　
　
　
　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス kikaku@

tow
n.harim

a.lg.jp

◀意見箱

①基本構想

②基本計画

③実施計画

意見募集
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